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古平町あいらんど広場指定管理者の仕様書 

 

古平町あいらんど広場の指定管理者が行う業務の内容及び範囲等は、この仕様書による。 

 

１ 趣旨 

 本仕様書は、古平町あいらんど広場（以下「施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容

及び履行方法について定めることを目的とする。 

   

 ２ 施設の管理に関する基本的な考え方 

    指定管理者は、古平町あいらんど広場設置条例（平成８年条例１９号、以下「条例」という。

第１条に規定されている当該施設の設置目的に基づき、次の各項に沿った管理運営を行うものと

する。 

（１） 地域住民や利用者の意見を管理運営に反映させること。 

（２） 個人情報の保護を徹底すること。 

（３） 効率的運営を行うこと。 

（４） 管理運営費削減に努めること。 

 

 ３ 施設の概要 

名 称 古平町あいらんど広場 

所 在 地 古平郡古平町大字浜町７１１番地 

施設の設置目

的 

町民の福祉向上、健康の維持増進及びスポーツの振興とふれあい交流の 

促進を図ることを目的とする。 

敷 地 面 積 ２１，２００㎡ 

開 設 年 月 日 平成９年６月２３日オープン 

主な施設内容 パークゴルフ場：２７ホール（パー ９９、総延長１，１４０ｍ） 

     （うち平成１８年度９ホール増設 パー ３３ 延長２９８ｍ） 

管理棟（受付窓口）・休憩所・駐車場・ 

        シンボルツリー・ベンチ・水呑台 

ふれあい広場：桜並木 

施 設 見 取 図 別紙平面図参照 

 

４ 開設期間及び営業時間 

（１）開設期間 ４月下旬から１０月下旬が基本 

（２）営業時間 ９時００分から１８時００分まで（受付は、１７時００分まで） 
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５ 開設期間及び営業時間の変更等について 

  条例第１１条第１項の規定により、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて、開設期間及

び使用時間を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

６ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

７ 法令等の遵守 

  施設の管理に当たっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令等に基づかなければならない。 

（１） 地方自治法 

（２） 古平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例 

（３） 古平町あいらんど広場設置条例 

（４） 古平町個人情報保護条例 

（５） 古平町情報公開条例 

（６） 古平町行政手続条例 

（７） その他の管理運営に適用される法令等 

（８） 各労働法令 

（９） 古平町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

 指定期間中、前７項に規定する法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。 

        

８ 指定管理者が行う業務内容 

（１） 施設の管理運営費等 

① 施設の管理運営費は、指定管理者が負担するものとし、利用料金等の収入のほかに町か 

らの指定管理料を充てる。上下水道料金については、指定管理者が負担するものとし、指定 

管理料は、指定管理者からの実績報告による収入不足について協議により５８０万円を上限 

として支払うものとする。 

 ただし、大規模な自然災害や感染症の拡大等、指定管理者の責によらない不可抗力の影響 

により、収入の減少の幅が大きいと認められる場合には、別途協議する 

② 施設の起債償還については、町が行うものとする。 

③ 指定管理者に著しい利用料収入があった場合には、別途協議することとする。 

 

（２） 指定管理者が行う業務の範囲 

① 施設の庶務に関すること 

② 利用料金の徴収に関すること 

③ 施設の利用申込みの受付に関すること 

④ 施設の利用状況の報告に関すること 

⑤ 施設の安全に関すること 

⑥ 閉鎖日以降（冬期間を含む）の施設の安全管理に関すること 

⑦ その他、施設の目的達成のため及び施設の運営に必要と認められること 
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（３） スタッフの配置等 

① 施設の運営管理を行う責任者を１名配置するほか、必要なスタッフを配置すること。ス 

タッフの採用にあっては、古平町内に住所を有する者を優先すること。 

② 施設の管理運営に必要な有資格者は、指定管理者において配置すること。ただし、業務 

の一部であって、専門的な知識又は技術を必要とし、かつ、自ら運営することが困難なもの

については、あらかじめ町長の承認を受け、当該業務を的確に遂行するに足りる能力を有す

る者に委託することができるものとする。 

 

（４） 施設の維持管理 

① 施設は、特に事情のない限り、正常に営業できる状態を維持する。 

② 施設の適切な運営のため、保守管理を行うこと。 

③ 施設の修理、更新、改造、増築については、事前に町と協議すること。 

④ 上記③の修理等に伴う費用については、原則、指定管理者の負担とする。ただし、２０ 

万円以上の大規模な修理等に伴う費用負担については、その都度、町と協議し決定する。 

⑤ 天災等の不可抗力による施設設備の損壊の改修費用については、町と協議し決定するも 

のとする。 

  

（５） その他 

① 緊急時対策、防犯・防災対策について万全な対策を講じ、スタッフの指導を行うこと。 

② 個人情報の保護の体制をとり、スタッフに周知徹底を図ること。 

 

９ 経理等について 

（１） 利用料金収入等の取扱い 

① 施設の管理運営にあたっては、あいらんど条例第９条第１項の規定により、「利用料金」

制度を採用するものとする。 

利用料金の額は、あいらんど条例第９条第３項の規定によりあらかじめ町長の承認を受け 

て、指定管理者が定めるものとする。 

また、利用料金以外の物品の販売等に係る料金についても、別途、指定管理者が定め、収 

入とすることができるものとする。 

ただし、指定管理者以外の者に物品の販売を認めるときは、町と協議し、町長が決定する 

ものとする。 

② 利用料金収入があまりに過大であると認められる場合には、町と指定管理者で協議を行 

うものとする。 

（２）利用料金の減免 

あいらんど条例第９条第５項の減免基準の策定にあっては、本施設の設置目的を念頭にお 

 いて策定すること。 

（３）経理規定 

指定管理者は、経理規定を策定し、その他の経理と明確に区分ができるように経理事務を行

うこと。 
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（４）事業報告 

指定管理者は、古平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第１

１条の規定により、毎年度終了後３０日以内に、事業報告書を作成し、町長に提出すること。     

ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して 

３０日以内に事業報告書を作成し、町長に提出すること。 

 

１０ 物品の帰属等 

（１）町の所有に帰属する物品については、無償で貸与する。ただし、その修理並びに更新は、

指定管理者の負担とする。なお、貸与物品は、指定管理業務終了後において整備点検の上、

返却すること。（自走式芝刈機及び歩行用芝刈機の修繕については、指定管理者の責に帰す場

合以外は除く） 

（２）指定期間中に指定管理者が管理運営費により施設に購入した物品については、町の所有 

に帰属するものとする。 

 

１１ 指定管理期間満了後の事務引継ぎ 

指定管理者は、その指定期間満了時において、次期指定管理業者が円滑かつ支障なく施設管

理運営業務を遂行できるように、事務引継ぎを行うものとする。 

 

１２ 事業の継続が困難となった場合の措置等 

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合の措置 

町は、指定管理者の指定を取り消す等の措置をとることとする。この場合、町に生じた損 

害は、指定管理者が賠償するものとする。 

また、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく施設の管理運営業務を遂行でき

るように、事務引継ぎを行うものとする。 

（２）災害その他の不可抗力等の事由により事業の継続が困難となった場合の措置 

災害その他の不可抗力、または、町及び指定管理者の双方の責めに帰すことのできない事 

由により業務の継続が困難になった場合は、双方で事業の継続の可否について協議するもの 

とする。 

（３）施設の管理運営上のリスク対応 

管理運営上の瑕疵に原因があって事故が発生した場合に対応するため、指定管理者はリス 

クに対応した保険等に加入すること。 

 

１３ 原状回復 

指定管理者は、指定期間の満了及び指定が取り消された場合は、町の指示に基づき、施設を

原状に復して（機能低下があった場合は、機能低下前の状態にすることを含む。）引き渡さなけ

ればならない。 

ただし、指定管理者が町長の承諾を得て行った機能向上に図った箇所、町長が行った機能向

上の箇所及び町長が特に必要と認める箇所については、この限りではない。 
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１４ 協議等 

指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理につい

て疑義が生じた場合は、町と協議し決定するものとする。 

     

 


